
ちてきざいさん

　近年，知的財産の保護に関して，司法の

果たすべき役割への期待が高まってきてい

ます。このような期待にこたえるため，裁

判所では，かねてから知的財産訴訟の充実

かつ迅速な審理の実現を目指し，さまざま

な工夫を試みてきました。

　その結果，右の表でも分かりますように，

知的財産訴訟は年々増加の傾向にあります

が，平均審理期間（訴えの提起から終局ま

でにかかる期間の平均）は年々短くなって

きています。これは，まさしく裁判所が目

指してきた審理の充実・迅速化の現れであ

るといえるでしょう。

　そこで，本コーナーでは，その試みの一

つとして，平成１６年４月１日から導入さ

れた「専門委員制度」について，知的財産

権や知的財産訴訟の特徴を踏まえながら，

ご紹介します。

○　知的財産権とは○　知的財産権とは○　知的財産権とは○　知的財産権とは○　知的財産権とは

　皆さんは，「ペットボトル入りのお茶」を飲

んだことがありますか。実は，あの「ペット

ボトル入りのお茶」はいろいろな知的財産権

によって守られているのです。

　まず，中身の「お茶」ですが，普段家庭で

入れるお茶と違い，長い間放置しておいて
ちんでん

も，ずっと透明で，沈殿物も出ないなと思っ

たことがありませんか。この「お茶」には，長

時間放置しておいても沈殿物等が生じないよ

うな工夫が製造過程においてされているので

す。 この工夫は，皆さんも一度は耳にしたこ

とのある「特許権」＊１という権利によって保

護されている場合があります。

　次に，皆さんが手にしたペットボトルの形

を思い出してください。その中に，特徴のあ

る形をしたものがありませんでしたか。この

ようなペットボトルの形状のデザインは，
いしょう

「意匠権」＊２という権利によって守られてい

る場合があります。

　それから，ペットボトルの表面には，ビ

ニール製のラベルがついていますよね。その

ラベルの表示を思い出してください。そこ

に，発売元のロゴやマークが，文字や図形で

表示されていたという記憶はありませんか。
しょうひょう

このロゴやマークは，「商標権」＊３という権利

によって守られていることがあります。

　このように，知的財産権という権利は，名

前は仰々しくても，皆さんが，普段何気なく

接しているものを守っている，とても身近な

権利なのです。

○知的財産訴訟の特徴知的財産訴訟の特徴知的財産訴訟の特徴知的財産訴訟の特徴知的財産訴訟の特徴～高度な専門性～～高度な専門性～～高度な専門性～～高度な専門性～～高度な専門性～

　このような知的財産に関する訴訟には，知

的財産権が侵害されたとき（勝手に使われた

場合など）に，侵害行為によって生じた損害

の賠償や侵害行為の差止めを求めるものや，

しんけつ

特許庁の審決等の取消しを求めるものがあり

ます。これらの訴訟では，いずれも技術専門

的な点が問題になります。

  例えば，先ほどの「お茶の製造過程におけ

る工夫」が特許権として特許庁で認められた

としましょう。しかし，同業者から，その工

夫は，その当時の同業者のだれもが容易に思

いつくようなもので，特許権として保護すべ

きではないと，その取消しを求める訴えが提

起されたとします。

　通常のお茶は，時間の経過に伴い，茶葉に

含まれている金属イオンとその他の成分（例

えば，ポリフェノール等）との結合によって
こんだく

混濁や沈殿物を生じるため，その当時の同業

者の間では，ペットボトル用のお茶の製造過

程において，いかにお茶本来の香味を損なう

ことなく，金属イオンを除去できるかという

ことが課題であったとしましょう。そして，

当時，同業者間で開発された技術では，金属

イオンは除去できても，お茶の味が変化し，

本来の香味が損なわれてしまうものばかりで

あったのに対し，その工夫だけがお茶本来の

香味を損なうことなく金属イオンを除去でき

る方法であったという場合には，その工夫は

「特許権」として保護されるにふさわしいと

いうことで，同業者の訴えは認められないこ
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　石川県は，地図で見ると長靴を逆さにした

ような格好で，北は「能登」，南は「加賀」と

呼ばれています。「能登」と「加賀」という旧

国名は，石川県を二分する地域名として県民

に広く親しまれています。「能登」は，北前船

などに見られるように古くからの日本海交易

の基地として栄え，「加賀」は，ＮＨＫの大河

ドラマでも取り上げられた前田利家（1538-

1599）が統治するようになってから，焼物，

能，茶の湯などの伝統文化が盛んになりまし

た。

とになります。

　つまり，この訴訟においては，「当時，同業

者のだれもが容易に思いつかなかった工夫で

あるのかどうか」という技術専門的な点が問

題となりますが，その分野の専門的知識なく

して，このような問題を適正に判断すること

は，至難の業です。

　そのため，もともと，このように技術専門

性の高い知的財産訴訟においては，裁判所が

専門的知見を活用できるようにしておく必要

があり，これまでも「裁判所調査官」という

科学技術の専門家を訴訟手続に関与させる制

度がありました。

○知的財産訴訟の専門委員知的財産訴訟の専門委員知的財産訴訟の専門委員知的財産訴訟の専門委員知的財産訴訟の専門委員

　皆さんもご存知のとおり，近年の科学技術

はめざましく進歩しています。そのため，知

的財産訴訟においても，最先端の複雑な科学

技術が問題となることが多くなりました。ま

た，科学技術の先端化は，同時に技術分野の

細分化をもたらしました。

　そこで，冒頭でご紹介したとおり，先端化・

細分化しつつある科学技術に関する裁判所の

専門性を高め，更なる充実した審理の実現を

目指し，平成１６年４月１日から知的財産訴

訟において「専門委員制度」が導入されまし

た。

　知的財産訴訟の専門委員は，人工知能，生

命工学（バイオテクノロジー），光デバイス，

プラズマ・核融合工学等の最先端の科学技術

を研究する職にある人たちを始め，各技術分

野の第一人者といわれる人たちから構成され

ています。そして，知的財産訴訟手続におけ

る各段階で必要に応じて，裁判所に対し，中

立公平な立場から訴訟で問題となっている科

学技術等について説明をする，いわばアドバ

イザーとして，訴訟手続に関与しています。

　つまり，知的財産訴訟では，先ほどご紹介

した「裁判所調査官」という専門家に加えて，

「専門委員」という新たな専門家を訴訟手続

に協働的に関与させ，急速に先端化・細分化

しつつある近年の知的財産訴訟に対応した制

度を導入することによって，より充実かつ迅

速な審理の実現を目指しているのです。

※知的財産訴訟の裁判例については，裁判所ホームページ「http：//www.courts.go. jp/」に様々な
分野のものを掲載していますのでご参照ください。

金沢家庭裁判所本庁庁舎

金 沢 城 公 園

沢城と改名した後は城下町として発展してき

ました。

　石川県は，金沢市を中心とした周辺地域に

人口が集中し，それ以外の地域では過疎化が

大なり小なり進んでいます。一方，昨年７月，

能登地方に空港が開港し，羽田空港との間を

１日２便往復するようになりました。搭乗率

も順調に伸びており，能登地方への観光客の

誘致に役立つアクセスとして，地元から大き

な期待が寄せられています。

　県庁所在地の金沢市は，石川県のほぼ中央
ほんがんじれんにょ

部，加賀地方の北部に位置し，本願寺蓮如が，

1471 年，現在の金沢城公園の地に道場を開

いて尾山と称してから門前町として発達しま
お や ま ご ぼ う

した。後に尾山御坊（御坊＝寺院や僧坊の敬

称）が建設され，一向一揆の本拠となりまし

たが，織田信長配下の武将，佐久間盛政が尾

山御坊を滅ぼし，その後に尾山城を築きまし

た。1583年，前田利家が尾山城に入城し，金
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最先端の技術的知見を有する「専門委員」が訴訟に参加

事件ごとに
専門委員を指定

医療，製薬 バイオテクノロジー

応用物理

その他

コンピューター
プログラム

　裁判の期日に参加して
　　　専門的知見に基づいて説明

化学

機械

事件ごとに
専門委員を指定

医療，製薬 バイオテクノロジー

応用物理

その他

コンピューター
プログラム

　裁判の期日に参加して
　　　専門的知見に基づいて説明

化学

機械

名古屋高等裁判所金沢支部金
沢地方裁判所本庁庁舎


